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令和８年３月２６日 

 

大阪府肥料価格高騰対策支援金 募集要項 

 

■概要 

肥料をはじめとする原材料価格の高騰により、生産コストが増加している府内農業者（個

人又は法人）の方に、今後も営農を続けていただくため、「大阪府肥料価格高騰対策支援金」

（以下「府支援金」という。）を支給します。 

 

■対象事業者・支給要件 

１．令和８年４月１日から申請日まで大阪府内に住所、本店がある農業

者であること。 

２．令和７年確定申告書（法人の場合は、令和８年４月１日の直近事業年度の申告書）の  

農業所得に係る販売金額が100万円以上であること。 

 

 

＜参考＞「農業所得に係る販売金額」とは、青色申告決算書又は収支内訳書の「販売金額」欄の金額です。 
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※宗教上の組織又は団体は対象外です。 

※下記に該当する事業者も対象外です。 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団

又は同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは大阪府暴力団排除条例（平成

22年大阪府条例第58号）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」とい

う。） 

・従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者 

・法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を

受けることがなくなった日から一年を経過しない者 

・公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第49条に規

定する排除措置命令又は同法第62条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又は

その納付が完了した日から一年を経過しない者 

 

■ 支給額 
  販売金額の区分ごとに、以下の金額を支給します。 

販売金額 支給額 

100万円以上300万円未満 1万円 

300万円以上500万円未満 2万円 

500万円以上1,000万円未満 3万円 

1,000万円以上3,000万円未満 8万円 

3,000万円以上5,000万円未満 17万円 

5,000万円以上1億円未満 30万円 

1億円以上2億円未満 60万円 

2億円以上3億円未満 110万円 

3億円以上5億円未満 170万円 

5億円以上 210万円 
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■ 申請手続 
１ 申請期間：令和８年４月２７日（月曜日）～６月３０日（火曜日） 

   ※受付期間を超過した申請は、いかなる理由があっても一切受け付けません。 

 

２ 申請方法：原則、オンライン申請  

※速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。 

（１）オンライン申請 

手順１ 利用者登録  ※登録済みの方は不要 

・『大阪府行政オンラインシステム』から利用者登録をしてください。  

 

手順２ 申請内容の入力 ※事前に必要書類を準備してください 

・ログインし、「申請できる手続き一覧」の「事業者向け手続き」を選択してください。 

・「事業者向け手続き」の中から「令和８年度大阪府肥料価格高騰対策支援金」を選択し、申請を開始

してください。 

【注意事項】 

・利用者登録は、１事業者あたり１回限りです。 

・ＰＤＦや画像などの電子データで、内容が判別できる鮮明なものを提出してください。 

・申請内容の入力は一時保存することができ、保存した内容は修正が可能です。 

・申請を完了すると変更ができません。 

・申請完了後、修正の必要が生じた場合は、「申請取下げ」のボタンは押さずに、事務センターまでご

連絡ください。 

※ご連絡の後、大阪府が差戻しの手続きをします。誤って「申請取下げ」のボタンを押すと、申請した

情報が全て削除されて、再申請が必要になります。 

・申請期間末日の午後 11時 59 分までに申請完了（申請データの送信を完了）してください。 

 

 

（２）郵送による申請 

オンライン申請が困難な方は、郵送による申請も受け付けます。「レターパックライト」を使用

し下記まで送付ください。 

【送付先】〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-3-2 ゼント心斎橋 6F 

株式会社フューチャー・コミュニケーションズ内 大阪府肥料価格高騰対策支援

金事務センター 

 

【注意事項】 

・投函する前に「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。 

・締切日までの消印有効です。 

・書類に不備又は不足があった場合に再送付を依頼することがあります。 

・オンライン申請よりも審査に時間を要します。 

 

  

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home
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３必要書類 

【個人の方】 

 提出物 詳細 

□ （郵送申請のみ）様式第 1 号（大阪府肥料価格高騰対策支援金申請書）  

□ （郵送申請のみ）様式第 2 号（誓約・同意書）  

□ 本人確認書類の写し 5 ページ 

□ 振込先の確認書類 5 ページ 

□ 青色申告決算書または収支内訳書の写し 5～15 ページ 

□ 令和 7 年確定申告書（第一表）の写し 等 

※５ページ下段の分類に従って提出してください 

5～15 ページ 

 

 

【法人の方】 

 提出物 詳細 

□ （郵送申請のみ）様式第 1 号（大阪府肥料価格高騰対策支援金申請書）  

□ （郵送申請のみ）様式第 2 号（誓約・同意書）  

□ 様式第 3 号(暴力団等審査情報)  

□ 振込先の確認書類 5 ページ 

□ 法人事業概況説明書の写し 5～15 ページ 

□ 農業収入にかかる販売金額が確認できる書類（決算書等） 

事業内容が確認できない場合は、別途証明書類の提出をお願いする場合があります 

5～15 ページ 

□ 令和 8 年 4 月 1 日の直近事業年度の確定申告書（別表一）の写し 等 

※５ページ下段の分類に従って提出してください 

5～15 ページ 

 

※確定申告の義務がないため申告を行わなかった場合は、直接、大阪府肥料価格高騰対策支援金

事務センターに必要な書類を確認してください。 
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４必要書類に関する注意事項 

 

◇本人確認書類の写し 

・以下のいずれかを提出してください。（申請日において有効なものに限る） 

□ 運転免許証（表面および裏面） 

□ マイナンバーカード（表面） 

□ 各種健康保険証（表面および裏面） 

□ 住民基本台帳カード（表面） 

□ パスポート（顔写真記載ページおよび所持人記入欄） 

 

◇振込先の確認書類 

・以下の項目が確認できるよう「通帳の表面及び１・２ページ目の見開き部分」を提出く

ださい。 

・インターネットバンキングの場合は以下の項目が確認できる画面を提出してください。 

・振込先口座は、申請者本人の名義（法人の場合は当該法人名義）に限ります。また、日

本国内の口座に限ります。 

 

□ 金融機関名 

□ 支店名 

□ 預金種別 

□ 口座番号 

□ 口座名義人 

 

 

 
◇確定申告書の写し 

分類に基づき、次ページ以降で該当する項目をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類１ 

6，7ページ 

分類２ 

8，9ページ 

分類 3 

10，11ページ 

分類 4 

12～15ページ 
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【分類１】個人事業者の場合  

□ 確定申告書の写し（第一表）  

□ 農業所得用の所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し（１、２ページ目）  

□（一般用の青色申告決算書、収支内訳書の方） 農産物の売上がわかる書類（出荷伝票など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【チェック項目】 

・確定申告書 第一表 

□ 令和 7年の「所得税及び復興特別税」の申告である 

□ マイナンバー部分が黒塗りなどで隠されている 

□ 「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されている 

 

・青色申告書又は収支内訳書 

□ 1ページ目と 2ページ目の両方が添付されている 

□ （農業所得用でない場合）農産物の売上がわかる書類が別途添付されている 

農業所得用か一般用か確認 
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【分類１】法人の場合  

□ 令和８年４月１日の直近事業年度の確定申告書の写し（別表一）  

□ 法人事業概況説明書の写し（１ページ目及び２ページ目）  

□ 農業収入に係る販売金額が確認できる書類（決算書等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【チェック項目】 

・確定申告書 別表一 

□ 書類に「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されている 

 

・法人事業概況説明書 

□ 1ページ目と 2ページ目の両方が添付されている 

 

・農業収入に係る販売金額が確認できる書類（決算書等） 

□ 決算書や出荷伝票など自社生産の農産物売上金額がわかる書類が添付されている 

（※）法人事業概況説明書において、農業をしていることが明確な場合は、決算書で構いません。

そうでない場合は、追加書類を求めることがあります。 



- 8 - 
 

【分類２】個人事業者の場合  

□ 確定申告書の写し（第一表）  

□ 農業所得用の所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し（１、２ページ目）  

□ 受信通知 

□（一般用の青色申告決算書、収支内訳書の方） 農産物の売上がわかる書類（出荷伝票など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【チェック項目】 

・確定申告書 第一表 

□ 令和 7年の「所得税及び復興特別税」の申告である 

□ マイナンバー部分が黒塗りなどで隠されている 

 

・青色申告書又は収支内訳書 

□ 1ページ目と 2ページ目の両方が添付されている 

□ （農業所得用でない場合）農産物の売上がわかる書類が別途添付されている 

 

・受信通知 

□ 申告者の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示さ

れている 

受信通知（例） 

農業所得用か一般用か確認 
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【分類２】法人の場合  

□ 令和８年４月１日の直近事業年度の確定申告書の写し（別表一）  

□ 法人事業概況説明書の写し（１ページ目及び２ページ目）  

□ 農業収入に係る販売金額が確認できる書類（決算書等） 

□ 受信通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

【チェック項目】 

・確定申告書 別表一 

□ 書類に「電子申告の日時」と「受付番号」が記載されている 

 

・法人事業概況説明書 

□ 1ページ目と 2ページ目の両方が添付されている 

 

・農業収入に係る販売金額が確認できる書類（決算書等） 

□ 決算書や出荷伝票など自社生産の農産物売上金額がわかる書類が添付されている 

（※）法人事業概況説明書において、農業をしていることが明確な場合は、決算書で構いません。

そうでない場合は、追加書類を求めることがあります。 

 

・受信通知 

□ （受信通知）申告者の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等

が表示されている 

受信通知（例） 
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【分類３】個人事業者の場合  

□ 確定申告書の写し（第一表） 

□ 確定申告書の写し（第二表）  

□ 農業所得用の所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し（１、２ページ目）  

□（確定申告書に押印・署名がない方）税務署発行のリーフレット 

□（一般用の青色申告決算書、収支内訳書の方） 農産物の売上がわかる書類（出荷伝票など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【チェック項目】 

・確定申告書 第一表 

□ 令和 7年の「所得税及び復興特別税」の申告である 

□ マイナンバー部分が黒塗りなどで隠されている 

 

・確定申告書 第二表 

□ 税理士の押印または署名がある（ない方はリーフレットを提出） 

 

・リーフレット 

□日時、税務署名が記載されている 

 

・青色申告書又は収支内訳書 

□ 1ページ目と 2ページ目の両方が添付されている 

□ （農業所得用でない場合）農産物の売上がわかる書類が別途添付されている 

農業所得用か一般用か確認 

リーフレット 
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【分類３】法人の場合  

□ 令和８年４月１日の直近事業年度の確定申告書の写し（別表一）  

□ 法人事業概況説明書の写し（１ページ目及び２ページ目）  

□（確定申告書に押印・署名がない方）税務署発行のリーフレット 

□ 農業収入に係る販売金額が確認できる書類（決算書等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【チェック項目】 

・確定申告書 別表一 

□ 税理士の押印または署名がある 

 

・リーフレット 

□日時、税務署名が記載されている 

 

・法人事業概況説明書 

□ 1ページ目と 2ページ目の両方が添付されている 

 

・農業収入に係る販売金額が確認できる書類（決算書等） 

□ 決算書や出荷伝票など自社生産の農産物売上金額がわかる書類が添付されている 

（※）法人事業概況説明書において、農業をしていることが明確な場合は、決算書で構いません。そ

うでない場合は、追加書類を求めることがあります。 

リーフレット 
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【分類４】個人事業者の場合  

□ 確定申告書の写し（第一表） 

□ 確定申告書の写し（第二表）  

□ 農業所得用の所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し（１、２ページ目）  

□ 「課税所得証明書」または「納税証明書その２所得金額用」 

□（一般用の青色申告決算書、収支内訳書の方） 農産物の売上がわかる書類（出荷伝票など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課税所得証明書 ※市町村により様式が異なります 

・発行者：市町村 

・マイナンバーをお持ちの方はコンビニで発

行可能です 

納税証明書その２所得金額用 

・発行者：税務署 

・管轄の税務署にて発行ください 

農業所得用か一般用か確認 
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【チェック項目】 

・確定申告書 第一表 

□ 令和 7年の「所得税及び復興特別税」の申告である 

□ マイナンバー部分が黒塗りなどで隠されている 

 

・確定申告書 第二表 

 

・青色申告書又は収支内訳書 

□ 1ページ目と 2ページ目の両方が添付されている 

□ （農業所得用でない場合）農産物の売上がわかる書類が別途添付されている 

 

・「課税所得証明書」または「納税証明書その２所得金額用」 

□ 令和 7年に関する書類である 
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【分類４】法人の場合  

□ 令和８年４月１日の直近事業年度の確定申告書の写し（別表一）  

□ 法人事業概況説明書の写し（１ページ目及び２ページ目）  

□ 農業収入に係る販売金額が確認できる書類（決算書等） 

□ 「課税所得証明書」または「納税証明書その２所得金額用」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

課税所得証明書※市町村により様式が異なります 

・発行者：市町村 

・マイナンバーをお持ちの方はコンビニで発

行可能です 

納税証明書その２所得金額用 

・発行者：税務署 

・管轄の税務署にて発行ください 
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【チェック項目】 

・確定申告書 別表一 

 

・法人事業概況説明書 

□ 1ページ目と 2ページ目の両方が添付されている 

 

・農業収入に係る販売金額が確認できる書類（決算書等） 

□ 決算書や出荷伝票など自社生産の農産物売上金額がわかる書類が添付されている 

（※）法人事業概況説明書において、農業をしていることが明確な場合は、決算書で構いません。

そうでない場合は、追加書類を求めることがあります。 

 

・「課税所得証明書」または「納税証明書その２所得金額用」 

□ 令和 7年に関する書類である 
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■ 府支援金の支給 

１．本支援金は、登録いただいた金融機関口座への振り込みをもって支給決定の通知とします。文書

や個別連絡による支給決定の通知は行いません。 

２．府支援金は、「フ．ノウセイシツ オオサカフカイケイカンリシヤ」の名義で、指定の口座に振り込

みます。 

３．審査の結果、府支援金の不支給を決定した時は、文書又は大阪府行政オンラインシステムにて通知

します。 

４．申込から支援金の支給まで 2 か月程度かかる見込みです。なお期間は目安であり、審査状況によ

り前後します。 

 

■ 重要なお知らせ 

１．府支援金の支給後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、府支援金の

支給決定を取り消します。この場合、申請者は府支援金を返還するとともに、違約金を支払って

いただきます。 

 

２．申請後又は支給前に支給要件を満たしていないことが判明するなど、申請者自らの意思により申

請を取り下げる場合は、その旨を届け出てください。また、支給後に支給要件を満たしていなかっ

たことが判明した場合も、その旨を届け出てください。 

 

３．申請内容に不備又は不足があった場合や支給要件を確認できない場合は、申請者に説明や追加書

類の提出を求めます。説明をいただけない時や、指定する期日までに不備・追加書類を提出いた

だけない時は、当該申請は取り下げられたものとみなします。なお、提出いただいた申請書類等

は一切返却いたしません。 

 

４．軽微な記入誤りについては、大阪府（事務を委託する事業者を含む）が補正をすることがありま

す。 

 

５．支給決定を行った後、申請内容の不備等による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由によ

り大阪府が指定する期限までに解消されなかった時は、申請者が府支援金の支給を受けることを

辞退したものとみなし当該支給決定を取り消します。 

 

６．府支援金の支出事務を円滑かつ確実に実行するため、必要に応じて大阪府は申請内容に関する検

査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。 

 

７．前項に掲げるもののほか、個人情報の取扱いに関して、府支援金の審査・支給に関する事務に限

り、大阪府が一部事務委託している事業者と共有いたします。ただし、その他の目的には使用しま

せん。 

 

８．大阪府は、申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第 26 条に基づき、大阪府警察本

部に提供することがあります。 
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９．申請いただいた情報は、府支援金の審査・支給に関する事務および府の施策検討、税務情報に限り

使用し、他の目的には使用しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 府支援金の申請等に関するお問い合わせ先 
 

大阪府肥料価格高騰対策支援金事務センター 

〔受付時間〕 午前９時００分から午後５時００分まで（平日のみ） 

〔電話番号〕 ０１２０－７００－０６７ 

 

 

  

肥料価格高騰対策支援金の税務処理について ～正しく確定申告を行ってください～ 

肥料価格高騰対策支援金は、所得税又は法人税の計算上、収入に計上していただく必要があります。

府支援金を受給された方は、確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。 

ただし、府支援金を含めた収入から経費を差し引きますので、府支援金を含めた収入の額が経費の

額よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。 

支援金の不正受給は犯罪です！ 
虚偽の申請は重大な犯罪になる可能性がありますので、事業者の皆様におかれましては

適正な申請をお願いします。 
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よくあるお問い合わせ（ＦＡＱ） 

Ｑ１ 事業所は大阪府内にあるのですが、住所（本店）の所在地は他府県にあり大阪府内には

ありません。この場合、府支援金は支給されますか。 

Ａ１ 府支援金については、大阪府内に本店（法人の場合）又は住所（個人事業者等の場合）

がある事業者を対象としていますので、大阪府外に本店や住所がある農業者は支給対象外とな

ります。 

 

Ｑ２ 大阪府外に住んでいますが、大阪府内で営農しています。府支援金を申請できますか。 

Ａ２ 府支援金は、大阪府内に本店（法人の場合）又は住所（個人事業者等の場合）がある農

業者を対象としていますので、大阪府外に住所がある方は申請できません。 

 

Ｑ３ 大阪府外の支店や営業所も含め、複数の支店等を有していますが、販売金額はどの区分

が適用されますか。 

Ａ３ 府支援金は、支店等の単位ではなく事業者単位で支給します。よって、大阪府外の支店

等を含む全ての販売金額で支援金額を決定します。なお、販売金額については農業収入に係る

ものに限りますので、決算書等、販売金額が確認できる書類を添付して申請してください。 

 

Ｑ４ 肥料の購入額への補助ではなく、販売金額ごとの定額になっているのはなぜですか。ま

た、販売金額が１００万円以上なければ申請できないのですか。 

Ａ４ 府支援金を速やかに支払うため、領収書等の提出や確認が必要な実費補助ではなく、販

売金額ごとの定額としています。また、府内農業者の経営を支援し、農産物の安定供給を図る

ため、一定額以上の販売実績がある方を対象としています。 

 

Ｑ５ 私のほか、子どもも確定申告しています。申請はどうなりますか。 

Ａ５ 同一世帯でもそれぞれが農業経営を行っており、別々に確定申告している場合は、それ

ぞれが申請できます。ただし、親子で売上を合算して申請することはできません。 

 

Ｑ６ 令和７年確定申告書の写しではなく、売上伝票で申請できますか。 

Ａ６ 府支援金を速やかに支払うため、販売金額の確認は売上伝票等ではなく、確定申告書の

写しにより行います。なお、確定申告の義務がない方（納税額がない方）については、事務セ

ンターに必要な書類をお問い pp合わせください。 

 

Ｑ７ 市町村が実施する肥料費の支援事業と両方、申請することができますか。 

Ａ７ 市町村の支援事業を利用している場合は、府支援金の申請は可能ですが、府支援金を受

給したことで市町村の支援事業が利用できない可能性がありますので、それぞれの市町村に支

給要件をお問い合わせください。 

 

Ｑ８ 畜産業でも申請できますか。 

Ａ８ 耕種農業を営む方を対象とした支援金ですので、畜産業は支給対象外です。ただし、畜

産業のほかに耕種農業も営んでいる場合は耕種農業部分については対象となり得ます。 

 


